
平成２７年１０月２日
国 土 交 通 省

下水道法施行令の一部を改正する政令案について（閣議決定）

１．背景

【トリクロロエチレンに係る水質基準の強化】

平成26年11月に、トリクロロエチレンに係る水質環境基準が0.03mg/L以下から0.01mg

/L以下に強化されたことを受けて、今般、水質汚濁防止法に基づく「排水基準を定める

省令」に規定するトリクロロエチレンに係る排水基準が現行の0.3mg/L以下から0.1mg/L

以下に改正された。

【下水道の設計等を行う者の資格要件の緩和】

「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成26年1月30日閣議決定）にお

いて、地方公共団体における下水道事業の執行体制の確保が課題とされる中、必要な措

置を講ずることが決定された。

２．概要

【トリクロロエチレンに係る水質基準の強化】

公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を

規制する下水道法との調整を図るべく、下水道法施行令第９条の４に規定する下水道を

使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を0.

3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正する。

【下水道の設計等を行う者の資格要件の緩和】

公共下水道又は流域下水道の設計、工事の監督又は維持管理を行う者の資格要件につ

いて、下水道に係る実務従事経験年数を２分の１に緩和するとともに、下水道以外の一

定のインフラに関する実務従事経験年数を現行の下水道に係る実務従事経験年数の２分

の１を上限に参入できることとする。

３．スケジュール

閣 議 決定 ： 平成２７年１０月 ２日（金）

公 布 ： 平成２７年１０月 ７日（水）

施 行 ： 平成２７年１０月２１日（水）

問い合わせ先

水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 橘、橋口

連絡先：03-5253-8111（内線34-122,34-114）03-5253-8427（直通）
03-5253-1596（FAX）


